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 会 議 結 果 報 告 書 

 

 

 

議題１：秦野市火災予防条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 予防課 

 説 明 者 消防長、予防課長、課長代理（予防危険物担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

 資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．現在市内に設置されている 50キロワット以下の充電設備は

どの位あるのか。また、今後どの程度増えていく見込みなの

か。 

Ａ．届出を義務付けているわけではないため、独自調査となる

が、現在 22箇所程度ある。今後、大容量のバッテリーを持つ

電気自動車の普及に伴い、200キロワット以上の充電設備は増

えることが十分想定されるため、今回の条例改正の周知を図

っていく。 

 

 会 議 結 果  原案了承 

 
 

議題２：秦野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 人事課 

 説 明 者 総務部長、人事課長、課長代理（給与厚生担当） 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．適用日を令和 2年 1月 27日とする理由はなにか。 

会 議 名 称 政策会議 

日 時 令和２年１０月２０日(火) 午後１時３０分～午後３時００分 

場 所 本庁舎３階３Ａ会議室 

出席者 

出 席 
市長、内田副市長、高村副市長、教育長、政策部長、総務部長、

都市部長 

事務局 
総合政策課長、課長代理(政策調整担当)、担当者 

陪席：秘書課長 
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Ａ．国が新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特

例を定め、その適用日としている日と同日とした。なお、この

日は、国が中国武漢市での邦人帰国のためのチャーター機対

応を行った日となる。 

 

 会 議 結 果 原案了承 

 
 

議題３：秦野市生涯現役促進地域連携事業について 

 担当部課等 高齢介護課 

 説 明 者 福祉部長、高齢介護課長、高齢介護課担当課長 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

（意見） 

 協議会の組織について、具体的な設置を見据え、規約等につ

いて再度検討し整理して欲しい。 

 

 会 議 結 果 内容を整理し、改めて政策会議に付議することとする。 

 
 

議題４：秦野市在宅障害者福祉手当支給条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 障害福祉課 

 説 明 者 福祉部長、障害福祉課長、障害福祉課担当課長 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．年に１回の現況届を廃止とする理由はなにか。 

Ａ．精神障害者は、手帳の有期切れ、等級変更、入所や入院等で

手当の受給資格が無くなるため、現況届の提出時に対面で確

認をしていた。障害者総合福祉システムの導入により、等級

の変更等の状況がより的確に確認できることや、入所、入院

の状況も本人の申し出や他制度申請時の聴き取り等で把握で

きるため、廃止しても差し支え無いもの。 

 

 会 議 結 果 原案了承 

 
―以上― 


